
 

 

  

 

 

第 38 回全国町村職 

総決起集会開催！ 
２月１７日（金）、東京都よみうりホールにおい

て、第３８回全国町村職総決起集会が開催され、

後志地本からは５単組１１名（うち女性２名）が

参加してきました。 

当日は山木全国町村評議長（遠軽町職）のあい

さつに続き、川本中央執行委員長（中川町職）、山

根全国市町村共済協議会議長（道市町村共済職員

労組）からのあいさつと続き、春闘方針提起、交

渉経過報告を受けました。 

 

 

 

 

 

引き続いての、奈良県本部平群町職労神谷委員

長から職員給についての協議申し入れにかかる闘

争経過報告では、労組を軽視する当局の姿勢と、

それに対し、全組合員が一丸となってたたかって

きた経過について報告がありました（だから組合

が必要だということを実感させられました。）。 

その後、学習会・決意表明を経て、午後からは

デモ行進に出発しました。デモ行進後、国会見学、

あいはら・えさき両参議の事務所訪問を行いまし

た。普段なかなか入る機会のない国会や議員会館

の見学など、有意義な集会となりました。 

この総決起集会は毎年行っており、各単組１名

分の旅費の一部を道本部で持ってくれています。

単組負担は大きくありませんので、次年度以降の

多くの参加をご検討願います。 

 

 

 

 

 
第２の賃金闘争 

「保険の見直し」 
 前回、ろうきんの紹介で「可処分所得を増やす」

という記載をしました。 

 「可処分所得」とは簡単に言えば自由に使える

お金のことです。もらえるお金（賃金）の増え幅

が小さい昨今では、「保険の見直し」による「可処

分所得の増加」をめざす取り組みが「第２の賃金

闘争」とも呼ばれ、重要視されています。自治労

では、全労済自治労共済の「団体生命共済」、「長

期共済」、「マイカー共済」、全労済の「住まいる共

済」、「自賠責共済」を推進しています。いずれの

共済も、組合員相互の助け合いの精神からつくら

れている商品ですので、保険料が安く設定されて

います。特に「マイカー共済」については自治労

組合員であるというだけで、職域掛金+１５％の

割引を受けることができますので、非常にお得に

なっております。 

 また、「自賠責共済」についての保険料はどこの

保険会社の自賠責に入っても一緒ですが、組合を

通して全労済の自賠責に加入いただくと、組合に

対し、事務手数料が支払われますので、組合員の

若年化による組合費不足を若干でもカバーできる

ことになりますので、ひいては組合費の値上げを

防ぐ一助になります（詳細は全労済自治労共済へ

お問い合わせください。）。 

少しでも「可処分所得」を増やすために、これ

ら、全労済・自治労共済の商品に見直してみませ

んか？ 

 制度説明等につきましては、ご要望いただけれ

ばその聞きたい保険内容に応じまして、全労済・

自治労共済から職員を派遣し、説明会を行います

ので、ぜひ、地本まで、お申し付けください。 

国会議事堂前記念撮影 

川本中央執行委員長 山木全国町村評議長 

自治労後志地方本部は、第 48 回衆議院議員選挙に「本多平直」さんを推薦決定しています。 

 

後志地本通信  
自治労北海道後志地方本部 

〒044-8588 倶知安町北１条東２丁目後志総合振興局内

TEL 0136-22-6636  FAX 0136-21-2105 
2017.2.24 ＝ 第 7号 ＝ 

デモ行進参加者(後志) 


